
第 3回肝炎対策推進協議会

議 事 次 第
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資料 1

肝炎対策の推進に関する基本的な指針 (案 )

平成○〇年○○月○○ 日

目次

第 1 肝炎の予防及び肝炎医療の推進の基本的な方向

第 2 肝炎の予防のための施策に関する事項

第 3 肝炎検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項

第4 肝炎医療を提供する体制の確保に関する事項

第 5 肝炎の予防及び肝炎医療に関する人材の育成に関する事項

第 6 肝炎に関する調査及び研究に関する事項

第 7 肝炎医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項

第 8 肝炎に関する啓発及び知識の普及並びに肝炎患者等の人権の尊重に関する事項

第 9 その他肝炎対策の推進に関する重要事項

肝炎は、肝臓の細胞が破壊 されている状態であり、その原因は、ウイルス性、アル

コール性、自己免疫性等に分類 され、多様である。 しかしながら、我が国では、B型
肝炎 ウイルス又は C型肝炎 ウイルス感染に起因する肝炎患者が大きな割合を占めてい

ること、及び肝炎対策基本法 (平成 21年法律第 97号)前文の趣旨にかんがみ、本基

本方針においては、B型 ウイルス性月千炎又は C型 ウイルス性肝炎 (以下 「肝炎」 とい

う。)対策を総合的に推進するために基本 となる事項を定めるものとする。

第 1 肝炎の予防及び肝炎医療の推進の基本的な方向

(1)基本的な考え方

肝炎は、適切な治療を行わないまま放置すると慢性化 し、月干硬変、肝がんといった

より重篤な疾病に進行するおそれがある。このため、B型肝炎 ウイルス又は C型肝

炎ウイルスに感染 したことに起因して肝炎に罹患 した者及び B型肝炎 ウイルス又は

C型肝炎 ウイルスに感染 した者 (以下 「肝炎患者等」とい う。)が生活する中でかか

わることとなるすべての関係者が肝炎に係る理解を深め、これ ら関係者の協力の下、

肝炎患者等が安心して生活できる環境づ くりに取 り組むことが必要である。

また、肝炎対策を進めるに当たつては、肝炎患者等を含めた国民の視点に立ち、国

民や関係者の理解、協力を得て、肝炎患者等を含む関係者が一丸となって連携するこ

とが重要である。

(2)肝炎に関する更なる普及啓発

B型月干炎ウイルス又は C型月干炎ウイルス (以下「月干炎ウイルス」という。)は、感

染しても自覚症状に乏しいことから、感染に気付きにくく、また、感染を認識してい



ても、感染者が早急な治療の必要性を認識 しにくい。このため、国民一人一人が自身

の肝炎 ウイルスの感染状況を認識 し、肝炎に係る正 しい知識を持つよう、更なる普及

啓発に取 り組む必要がある。

さらには、肝炎患者等に対する不合理な取扱いを解消 し、また、感染経路について

の知識不足による新たな感染を予防するためにも、肝炎に係る正 しい知識の普及が必

要である。

(3)肝炎ウイルス検査の更なる促進

肝炎 ウイルスの感染については、感染経路が様々であ り、個人の過去の生活におけ

る感染 リスクの有無を判断することが困難であることか ら、肝炎ウイルス検査の受検

機会を広く提供 し、国民すべてが、少なくとも一回は肝炎 ウイルス検査を受けること

が可能な体制を整備 し、受検の勧奨を行 うことが必要である。

(4)適切な肝炎医療の推進

肝炎 ウイルスの感染について認識 している肝炎患者等の健康保持のためには、

個々の状況に応 じた適切な治療を受けることが重要である。

肝炎患者等に対する適切な医療を提供するためには、専門的な知識や経験が必要

であるため、個々の肝炎患者等は、肝炎の治療を専門とする医療機関 (以下 「専門

医療機関」 とい う。)において治療方針の決定を受けることが望ま しい。

また、専門医療機関において治療方針の決定を受けた肝炎患者等は、継続 して適

切な治療を受けることが必要である。

このため、肝炎患者等がt居住地域にかかわらず適切な肝炎医療を受けられるよ

う(都道府県において、地域の特性に応 じた肝炎診療体制の整備の促進に向けた取

組を進める必要がある。

また、肝炎 ウイルスの排除又は増殖を抑制する抗 ウイルス療法 (肝炎の根治 目的

で行 うインタすフェロン治療及び B型肝炎の核酸アナログ製斉J治療)については、

肝硬変や肝がんといつた、より重篤な病態べの進行を予防 し、又は遅 らせることが

可能であり、また、ウイルス量が低減することにより二次感染の予防につながると

いう側面があることから、引き続き、抗ウイルス療法に対する経済的支援に取り組

む必要がある。

(5)肝炎患者等及びその家族に対する相談支援や情報提供の充実

肝炎患者等及びその家族の多くは、ウイルス性肝炎が肝硬変や肝がんといった、

より重篤な病態へ進行することに対する将来的な不安を抱えている。また、治療に

おける副作用等、治療開始前及び治療中において、精神的な負担に直面することも

多くあることから、これらの肝炎患者等及びその家族の不安や精神的負担の軽減に

資するため、肝炎患者等及びその家族への相談支援を行う必要がある。

また、肝炎患者等やその家族を含む国民の目線に立って、分かりやすい情報提供

の強化について、取組を進めていく必要がある。
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(6)肝炎医療 をは じめとする研究の総合的な推進

肝炎は国内最大級 の感染症であ り、感染 を放置す ると肝硬変、肝がん といった重

篤 な病態に進行す る。 このため、肝炎のみな らず、肝炎か ら進行 した肝硬変や肝が

んを含めた肝炎医療 の水準の向上等に向けて、肝炎に関する基礎、臨床、及び疫学

研究等を総合的に推進す る必要がある。

また、肝炎患者等の負担軽減に資するよう、肝炎対策を総合的に推進するための

基盤 となる行政的研究についても進める必要がある。

第 2 肝炎の予防のための施策に関する事項

(1)今後の取組の方針について

感染経路についての知識不足による新規感染を予防するため、すべての国民に対

する肝炎についての正しい知識の普及が必要である。特に、ピアスの穴あけ等の血

液の付着する器具の共有、性行為等、感染の危険性のある行為に興味を抱 くように

なる年代に対 しては、肝炎についての正 しい知識 と理解を深めるため、集中的かつ

効果的な取組が必要である。

(2)今後取組が必要な事項について

日常生活上の感染予防の留意点や、集団生活が営まれる施設ごとの感染予防ガイ

ドライン等の作成を行 う。また、特に医療従事者等の感染のハイ リスク集団を中心

として、B型肝炎ワクチンの有効性、安全性に関する情報提供を行 う。

第 3 肝炎検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項

(1)今後の取組の方針について

肝炎 ウイルスの感染状況を本人が把握するための肝炎 ウイルス検査については、健

康保険組合や事業主等の多様な実施主体において実施されていることや、プライバシ

ーに配慮 して匿名実施 されている場合があること等から、当該検査の受検状況の実態

を把握することは困難である。また、肝炎ウイルス検査未受検者や、受検 しているが

検査結果を正 しく認識 していない者等、いまだ感染の事実を認識 していない肝炎患者

等が多数存在することが推定される。

したがつて、今後は、下記の方針に基づき、適切な肝炎 ウイルス検査の一層の推進

を図るとともに、受検者における受検結果の正 しい認識を促 し、必要に応 じて適切な

受療につなげることが重要である。

ア すべての国民が、少なくとも一回は肝炎 ウイルス検査を受けることが可能な肝

炎 ウイルス検査体制を整備する。

イ 感染経路の多様性にかんがみ、すべての国民が、少なくとも一回は肝炎 ウイル

ス検査を受けることが必要であることについての普及啓発を徹底するとともに、

肝炎 ウイルス検査受検勧奨を行 う。

ウ 肝炎 ウイルス検査の受検結果について、受検者各 自が正 しく認識できるよう、
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検査前及び検査結果通知時において、肝炎の病態等に関する正 しい知識について

の情報提供を徹底する。

工 肝炎医療に携わる者が、最新の肝炎検査に関する知見を修得することは、適切

な治療方針の決定や、患者への適確な説明を行 う上で非常に重要である。このた

め、肝炎医療に携わる者に対する研修の機会を確保する必要がある。

(2)今 後取組が必要な事項について

上記の方針を実現するため、引き続き、現状の取組を推進するとともに、新たに下

記について取 り組む必要がある。

ア 国は、現行の 「特定感染症検査等事業」及び 「健康増進事業」において行つ

ている肝炎ウイルス検査について、実施主体である地方公共団体に対 し、検査

実施 とその体制整備 を働きかける。

イ 国は、肝炎 ウイルス検査の実施について、実施主体である地方公共団体に対

し、住民に向けた広報の強化を要請する。あわせて、産業保健に従事する者や、

医療保険者、事業主等の関係者の理解 と協力の下、引き続き、労働者に向けた

受検勧奨を実施する。

ウ 国は、多様な検査機会の確保を目的として、医療保険者や事業主が労働安全

衛生法 (昭和 47年法律第 57号)に基づく健康診断の機会をとらえて実施する

肝炎 ウイルス検査については、継続 して実施 されるよう働きかけを行 う。あわ

せて、事業主が実施する場合の検査結果の取扱いについて、プライバシすに配

慮 した適正な通知 と結果の取扱いについて改めて周知する。

工 国は、肝炎ウイルス検査の受検前及び結果通知時において、受検者各 自が、

病態、治療及び予防について正 しく認識できるよう、分かりやすいリーフレッ

トを作成 し、地方公共団体や健診団体等を通 じて、広 く受検者に配布する。

オ 国及び都道府県は、医療機関において手術前等に行われる肝炎 ウイルス検査

について、医療機関から受検者にその検査結果について適切な説明がなされる

よう働 きかけを行 う。

力 国は、独立行政法人国立国際医療研究センタ∵肝炎情報センター (以下 「肝

炎情報センター」 とい う。)に対 し、国立国際医療研究センターの中期 目標及び

中期計画に基づき、拠′像病院等指導的立場にある医療従事者に対 し、最新の知

見を踏まえた肝炎検査を含む肝炎医療に関する研修が行われるよう指示する。

第 4 肝炎医療を提供する体制の確保に関する事項

(1)今後の取組の方針について

肝炎ウイルス検査の結果診療が必要と判断された者が医療機関を受診 しない、また、

たとえ医療機関を受診 しても、必ず しも適切な医療が提供 されていないとい う問題点

が指摘されている。

このため、下記の方針に基づき、肝炎患者等の早期かつ適切な治療を更に推進 して

いく必要がある。
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ア 都道府県が設置する肝疾患診療連携拠点病院 (以下 「拠点病院」とい う。)を
中心とし、専門医療機関とかか りつけ医が協働する仕組みとして、地域におけ

る肝炎診療ネ ットワークの構築を進め、すべての肝炎患者等が継続的かつ適切

な医療を受けることができる体制を整備する。

イ 地域保健や産業保健に携わる者を含めた関係者の連携、協力の下、肝炎患者等

に対する受療勧奨及び肝炎 ウイルス検査後のフォローアップを実施することに

より、肝炎患者等の適切な医療機関への受診を進める。

ウ 肝炎患者等が、労働 と継続的な受療を両立させることができる環境づくりに向

けて、引き続き、事業主、産業保健関係者、労働組合をはじめとした関係者の協

力を得 られるよう、必要な働きかけを行 う。

工 肝炎患者の経済的負担軽減のための肝炎医療費助成の実施及び肝炎医療に係

る諸制度の周知により、肝炎の早期かつ適切な治療を推進する。

(2)今後取組が必要な事項について

上記の方針を実現するため、引き続き現状の取組を推進するとともに、新たに下記

について取 り組む必要がある。

ア 国は、地域保健や産業保健に従事する者が肝炎患者等へ提供するために必要

な情報について整理 し、分か りやすく効果的に提供するための情報ツールを作

成する。

イ 国は、拠点病院等の医療従事者を対象 として実施 される研修を効果的に進め

るため、研修計画を策定する。また、地域における診療連携体制を強化するた

め、拠点病院が行 う研修への支援方法について検討する。

ウ 国は、職場における肝炎患者等に対する理解を深めるため、肝炎の病態、治療

方法及び望ましい配慮についての先進的な取組例を分か りやすく示 した リーフ

レット等を活用 し、各種事業主団体を通 じて配布する。

工 国は、肝炎医療費助成制度、高額療養費制度、傷病手当金及び障害年金等の肝

炎医療に係る既存の制度について、分か りやすくまとめたリーフレット等を作成

し、肝炎の治療を進める際に医療機関や肝疾患相談センター等における活用を推

進する。

オ 肝炎情報センターは、肝炎医療について、最新情報を収集 し、肝炎情報センタ

ーのホームページ等に分か りやすい形で掲載することにより、医療従事者及び一

般国民に向けて可能な限 り迅速に周知を図る。

第 5 肝炎の予防及び肝炎医療に関する人材の育成に関する事項

(1)今後の取組の方針について

新規感染の発生を防ぎ、肝炎に係る医療水準を向上 させるためには、肝炎の予防

及び医療に携わる人材の育成を行 うことが重要である。

このため、下記の方針に基づき人材育成に取 り組んでいく必要がある。

ア 新規の肝炎ウイルス感染の発生の防止に資する人材を育成する。
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イ 肝炎 ウイルス感染が判明した後に適切な治療に結びつけるための人材を育成

する。

ウ 肝炎医療に携わる者が、最新の肝炎検査に関する知見を修得することは、適切

な治療方針の決定や患者に対 し適確な説明を行 う上で非常に重要であるため、肝

炎医療に携わる者の資質向上を図る。

工 地域における肝炎に係 る医療水準の向上等に資する指導者を育成する。

(2)今後取組が必要な事項について      ,
ア 国は、新規の肝炎 ウイルス感染の発生を防止するため、各施設における感染予

防ガイ ドライン等の作成のための研究を推進 し、当該研究成果について普及策を

講 じる。

イ 国は、肝炎情報センターに対 し、国立国際医療研究センターの中期 目標及び中

期計画に基づき、拠点病院等指導的立場にある医療従事者に対 し、最新の知見を

踏まえた肝炎検査を含む肝炎医療に関する研修が行われるよう指示する。

第 6 肝炎に関する調査及び研究に関する事項

(1)今後の取組の方針について

肝炎研究については、これまでの成果を肝炎対策に適切に反映するため、研究実績

を総合的に評価、検証するとともに、今後、行政的な課題を解決するために必要な研

究を実施 していく必要がある。 |
このため、下記の方針に基づき、肝炎研究の効果的かつ効率的な実施 と研究成果の

肝炎対策人の適切な反映を促進する。

ア 今後の肝炎研究の在 り方について、「肝炎研究 7カ年戦略」を踏まえ実施 して

きた過去の研究について評価を行つた上、当該戦略の見直 しを行 うとともに肝

炎対策を総合的に推進するための基盤 となる肝炎研究を推進する。

イ 肝炎研究について、国民の理解を得 られるよう、分かりやすい情報発信を推進

する。

(2)今後取組が必要な事項について

上記の方針 を実現するため、引き続き、現状の取組を推進するとともに、新たに下

記についても取 り組む必要がある。

ア 国は、「月干炎研究 7カ 年戦略」の評価及び見直 しを行 う。

イ 国は、肝炎研究について国民の理解を得 られるよう、当該研究の成果について

分か りやす く公表 し、周知を図る。

第 7 肝炎医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項

(1)今後の取組の方針について

ア 肝炎医療のための医薬品の開発等に係る研究を推進する。

イ 肝炎医療のための医薬品を含めた医薬品開発等に係 る研究が促進 され、早期の
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薬事法 (昭和 35年法律第 145号)の規定による製造販売の承認に資するよう、

治験及び臨床研究の活性化の取組を推進する。

ウ 肝炎医療のための医薬品を含めた、特に必要性が高い医薬品及び医療機器が速

やかに医療現場に導入 されるために、審査の迅速化等の必要な措置を講 じる。

(2)今後取組が必要な事項について

ア 国は、肝炎等の医療水準の向上等に資する、肝炎医療のための医薬品の開発等_

に係る研究を推進する。

イ 国は、肝炎医療のための医薬品を含めた医薬品開発等に係る治験や臨床研究を

引き続き推進する。

ウ 国は、肝炎医療に係る新薬、新医療機器等については、優れた製品を迅速に医

療の現場に提供できるよう、有効性や安全性に関する審査体制の充実強化等を図

るなど承認審査の迅速化や質の向上に向けた取組を推進 していく。

工 国は、肝炎医療に係る医薬品等の うち、欧米諸国で承認等されているが国内で

未承認の医薬品等であって、医療上必要性が高いと認められるものについては、

関係企業に治験実施等の開発要請の取組を引き続き行 う:

第 8 肝炎に関する啓発及び知識の普及並びに肝炎患者等の人権の尊重に関する事項

(1)今 後の取組の方針について

肝炎に係る正 しい知識については、多くの国民に十分に浸透 していないと考えられ

るため、下記の方針に基づきkよ リー層の普及啓発及び情報提供を進める必要がある。

ア 肝炎ウイルス検査の受検を促進 し、また、肝炎ウイルスの新たな感染を予防

するため、すべての国民における、肝炎の予防、病態及び治療に係る正 しい理

解が進むよう普及啓発及び情報提供を推進する。

イ 早期かつ適切な治療を促すため、肝炎患者等が肝炎の病態及び治療に係る正 し

い知識を持てるよう、普及啓発及び情報提供を推進する。

ウ 肝炎患者等が、不合理な処遇、待遇を受けることなく、社会において安心 して

暮 らせる環境づくりを目指 し、肝炎患者等 とその家族、遺族や、医療従事者、

事業主等の関係者をはじめとしたすべての国民が、肝炎に係る正 しい知識を持

つための普及啓発及び情報提供を推進する。

(2)今後取組が必要な事項について

上記の方針を実現するため、引き続き、現状の取組を推進するとともに、新たに下

記の事項について取 り組む必要がある。

ア 国は、平成 22年 5月 のWHO総 会において、世界肝炎デーの実施が決議 され

たことを踏まえ、財団法人ウイルス肝炎研究財団の実施する 「肝臓週間」にお

いて、集 中的な肝炎の普及啓発を行 う。

とりわけ、近年我が国における感染事例の報告がある急性 B型肝炎 (ジェノ

タイプ A)は、従来のタイプに比 し性行為により感染が慢性化することが多い
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とされているため、HIV等 と同じく性感染症 としての認識を促 し、予防策を

講 じる必要があることについて普及啓発を推進する。

イ 国は、肝炎患者等への受療勧奨活動として、医療保険者、医師その他の医療従

事者の団体、産業保健に従事する者の団体、事業主団体等の協力を得て、肝炎

の病態、知識や肝炎医療に係る諸制度について、普及啓発活動及び情報提供を

推進する。

ウ 国は、肝炎患者等や医師等の医療従事者、産業保健に従事する者、事業主等の

関係者に向けて、各々の立場で必要な情報を整理 し、肝炎の病態や治療方法、

予防のために必要な事項につぃての分か りやすい リーフレット等を作成 し、情

報提供する。

平 国は、地域における医療機関において、肝炎に係 る情報提供が適切になされる

よう、肝炎情報センターにおける情報提供機能を充実させるよう要請する。

オ 都道府県は、拠点病院の相談センターを周知するための普及啓発活動を推進す

る。

力 国は、事業主が肝炎 ウイルス検査を実施する場合の検査結果の取扱いについて、

プライバシーに配慮 した適正な通知 と検査結果の取扱いについて改めて周知す

る。

第 9 その他肝炎対策の推進に関する重要事項

(1)肝炎患者等及びその家族等に対する支援の強化及び充実

① 今後の取組の方針について

ア 肝炎患者等やその家族が、肝炎 と向き合いながら治療を含む生活の質の向上

に取 り組めるよう、相談支援体制の充実を図 り、精神面でのサポー ト体制を強

化する。

イ 肝炎患者等が不合理な取扱いを受けた場合、肝炎患者等一人■人の人権を尊

重 し、不合理な取扱いを解消するため、適切な対応を講 じることができる体制

づ くりを進める。

② 今後取組が必要な事項について

上記の方針を実現するため、引き続き、現状の取組を推進するとともに、新た

に下記の事項について取 り組む必要がある。

ア 国は、都道府県と連携 して、肝炎患者等やその家族等の不安を軽減するため

の情報提供、及び肝炎患者等やその家族等 と、医師をはじめとした医療従事者

とのコミュニケーションの場の提供を推進する。

イ 国は、肝炎患者等支援対策事業を活用 した肝炎患者等の支援策の具体例につ

いてく分か りやすい事例集を作成 し、都道府県へ配布する。

ウ 国は、肝炎情報センターにおいて、拠点病院の相談員が必要 とする情報につ

いて整理 し、積極的に情報提供が行われるよう要請する。

工 国は、地方公共団体と連携 して、法務省の人権擁護機関相談窓国の周知を図

る。



(2)地域の実情に応 じた肝炎対策の推進

都道府県においては、肝炎対策基本法の趣旨に基づき、地域の実情に応 じた肝炎対

策を講 じるための体制を構築 し、管内市区町村 と連携 した肝炎対策を推進することが

望まれる。

また、都道府県及び市区町村は、積極的に、国をはじめとする行政機関との連携を

図 りながら肝炎対策を講 じていくことが望まれる。

(3)国民の責務に基づく取組

ア 肝炎対策基本法第 6条の規定にかんがみ、肝炎対策はt肝炎患者等 とその家族、

遺族を含めた国民が主体的かつ積極的に活動する必要がある。

イ 国民一人一人が、肝炎は放置すると肝硬変や肝がんという重篤な疾病今 と進

展する可能性があり、各人の健康保持に重大な影響をもたらしうる病気である

ことを理解 した上で、少なくとも一回は肝炎 ウイルス検査を受検 し、自身の肝

炎ウイルス感染の有無について、早期に認識を持つよう努めること。

ウ 国民一人一人が、肝炎 ウイルスの新たな感染の可能性がある行為について正

しい知識を持ち、新たな感染が生 じないよう行動すること。

また、肝炎 ウイルスの感染に関する知識が不足 していることにより、肝炎患

者等に対する不合理な取扱いや、それに伴 う肝炎患者等の精ネ申的な負担が生 じ

ることのないよう、正 しい知識に基づく適切な対応に努めること。   ‐

(4)定期的な現状把握による効果的かつ効率的な肝炎対策の推進

国は、肝炎対策をより効果的かつ効率的に推進するため、地方公共団体等関係者 と

の連携強化を図るとともに、国及び地方公共団体における取組について、定期的に調

査及び評価を行い、改善に向けた取組を講 じていく。

(5)肝硬変、肝がん患者に対する支援

肝炎から進展する肝硬変、肝がんは、根治的な治療法が少なく、このため、肝硬変、

肝がん患者の不安を軽減するために、以下の取組を講 じていく。

ア 肝硬変、肝がんを含む肝疾患については、医療従事者への研修、及び「月干炎研

究 7カ 年戦略」に基づく研究の推進による治療水準の向上等が必要であり、この

取組を推進 していく。

イ 国は、都道府県と連携 して、肝硬変及び肝がん患者、肝炎患者等やその家族等

の不安を軽減するための情報提供、及び肝炎患者等やその家族等 と、医師をはじ

めとした医療従事者 とのコミュニケーションの場の提供を推進する。

ウ 平成 22年度から、一定の条件の下、身体障害者福祉法における身体障害に、

新たに肝臓機能障害が位置付けられた。これにより肝機能障害の一部については、

障害認定の対象とされ、その認定を受けた者の肝臓移植、肝臓移植後の抗免疫療

法とそれ らに伴 う医療については、自立支援医療 (更生医療)の対象 となってお



り、引き続き当該支援を継続する。

(6)肝炎対策基本指針の見直 し

肝炎対策基本法第 9条第 5項においては、「厚生労働大臣は、肝炎医療に関する状

況の変化を勘案 し、及び肝炎対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも5年 ごと

に、肝炎対策基本指針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更 しなけ

ればならない。」とされている。

この基本指針は、肝炎をめぐる現状を踏まえ、肝炎対策を総合的に推進するために

基本となる事項について定めたものである。今後は、基本指針に定める取組を進めて

いくこととなるが、肝炎をめぐる状況変化を的確にとらえた上で、必要に応 じ適宜評

価を行い、必要があるときは、基本指針策定から5年を経過する前であっても、これ

を見直 し、変更することとする。
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資料 2

B型肝炎患者としての医療費助成等についての意見

2010年 8月 26日

.  B型
肝炎訴訟元原告

木 村 伸 一

第 1回の肝炎対策推進協議会において、全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団は、薬

害肝炎全国原告団 。弁護団及び 日本肝臓病患者団体協議会 とともに、 3団体共同の

要望書を提出するとともに、核酸アナログ製剤等への医療費助成のあり方などにつ

いて、独 自の意見書を提出 しました。

現在、C型肝炎についてのインターフェロン治療が進展 し、その治療費に対する支

援によつて治療機会が格段に広が りましたが、3団体共同の要望書が指摘するとお

り、肝硬変・月干がん患者に対する治療や生活への支援はきわめて脆弱です。同時に、

B型肝炎については、核酸アナログ製剤への助成が開始 されたものの、インターフ

ェロン治療の場合 とは異な り、医療費支援が治療機会の拡大につながらない深刻な

実態があ ります。

私は、B型肝炎訴訟最高裁元原告 としてこの協議会委員 となっている立場か ら、

B型肝炎訴訟原告団・弁護団の意見書の内容についてご説明し、委員のみなさまに

よるご検討をお願い申し上げたいと思います。          '

1 まず、私たちB型肝炎 ウイルス感染者・患者にとつては、現在の核酸アナログ製

剤助成のあ り方について、大幅な改善が どうしても必要です。

肝炎対策基本法の施行前は、肝炎 ウイルスを抑える抗 ウイルス薬の助成 として、

インターフェロン治療のみが対象 とされてきま した。 しか し、私たちB型肝炎 ウ

イルスの感染者・患者の場合、インターフェロンは比較的に若い患者にしか推奨

されず、約 30%の 患者に しか効果がないとされています。ですか ら、肝炎対策

基本法が成立する際に、B型肝炎の治療に効果があるとされる核酸アナログ製斉J

への助成が検討されたことは、私たちにとって大きな希望を抱かせるもので した。

しかし、肝炎対策基本法の施行 とともに核酸アナログ製剤への助成が開始 され

た とき、B型肝炎の患者の間には、率直に言つて失望感が広が りました。それは、

この助成の内容が、実際には私たち患者 にとつてのメ リッ トがほとん どないもの
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だったからです。なぜなら、今回の核酸アナログ製斉」への助成は、原則として自

己負担限度額を月 1万 円、上位所得者では月 2万円とするものですが、現在では

核酸アナログ製剤のなかで第 1選択 とされているエンテカビルの場合、薬斉」の自

己負担害J合は 3害」で月額 9000円 弱とされているため、自己負担額月 1万円を

超える助成制度では患者の経済的負担が軽減 しないからです。

こうした事態が生じた原因は、相当高額な費用負担が求められるものの、治療

期間は 1年から1年半とい う比較的短期間ですむインターフェロン治療に対する

助成 と同じ発想で、核酸アナログ製斉Jへの助成が制度設計されたためです。つま

り、核酸アナログ製斉1は毎月の自己負担額がインターフェロン治療より低額です

むものの、いつたん服用を開始すれば基本的にいつまでも飲み続けなければなら

ず、服用を中止すると肝炎が再燃・悪化する可能性が高いのです。ですから、自

己負担額 を月額 1万円とす るよ うな助成の方法は、短期間に高額負担が求められ

るインターフェロン治療であれば患者負担の軽減に役立つものの、比較的低額の

負担がきわめて長期間にわたる核酸アナログ製斉J治療の場合には、患者負担の軽

減にほとんどつながらないのです。

とりわけ深刻なのは、収入が十分でない患者の場合、たとえ毎月の自己負担額

が比較的低額であつても服用期間が長期にわたる核酸アナログ製斉J治療に踏み出

すことができず、結果的に肝炎の悪化をもた らす危険性がある点です。

こ うした事情か ら、私たちB型肝炎の感染者・患者にとっては、核酸アナログ

製剤の 自己負担分を基本的にゼロに近づけてもらわなければ、医療費助成の意味

がないに等 しい といわざるを得ません。少な くとも、低収入の者 に対 しては自己

負担をゼ ロとする助成を導入 し、安心 して治療を受けることができるように して

いただきたい と強 く希望 します。

2 次に、肝庇護剤の助成に関して述べます。

先ほど述べたとお り、 B型肝炎の患者にとってインタニフェロン治療は必ず し

も決め手にな らないため、核酸アナ ログ製剤の服用が重要な意味を持ちますが、

これにも大きな限界があります。

それはまず、催奇形性、すなわち核酸アナ ログ製剤 を服用することによつて、

生まれて くる子供に遺伝的な異常をもた らす危険性がある点です。 こうした危険

性をおそれて、子育て世代の患者の中には、核酸アナログ製斉Jの服用を控えて、

対症療法である肝庇護斉Jの服用にとどめている人々が大勢います。
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また、核酸アナログ製斉Jの服用により、耐性 ウイルスが出現する可能性 もあり、

この場合にも対症療法である肝庇護斉1に頼 らぎるを得なくなる患者がいます。

このよ うに、 B型肝炎患者にとって現時点で最善であるとされる核酸アナログ

製剤治療を受けられず、肝庇護剤 とい う対症療法に頼 らぎるを得ない多数の者が

いますが、子育て世代であるか否か、あるいは耐性 ウイルスが出現 したか否かと

いった偶然の要因で、治療費の助成に差別がなされるべきではあ りません。です

か ら私は、肝庇護斉1についても核酸アナログ製剤 と同様に医療費助成がなされ る

べきであると考えます。

3 最後に、検査費用について述べます。

B型肝炎の感染者・患者にとつて、ウイルスの活動性や病状について定期的に

検査を受けることは、病態の悪化 。進展を防いで自らの健康 と生命 を守るために

不可欠です。

しか し、 とりわけ無症候性キャ リアの場合は、慢性肝炎などにみ られ る疲れ易

い といつた 自覚症状を伴わないため、決 して安いとはいえない検査費用や仕事を

休むなどの経済的 。社会的負担をきらつて、定期的な検査す ら受けない傾向が見

られます。

しか し、こ うした事態は無症候性キャ リアである人々の健康を損な うとともに:

病態の進展 。悪化による事後的な医療費支出の増大をもた らすなど、予防的な医

療行政の観点か らも決 して好ましくあ りません。そのため、多 くの無症候性キャ

リアが存在するB型肝炎 ウイルスの感染者・患者については、ウイルスの活動性

や病状に関する検査費用についても、医療費助成がなされるべきであると考えま

す。

以  上
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